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「パート労働法の改正求める役員学習のための資料」をしっかり学び、 

パート労働法の抜本改正を求める世論と運動を大きくしていきましょう 
2011年11月5日 生協労連書記局 

 2011年秋季年末闘争でのご奮闘、大変お疲れ様です。 

 さて、パート労働法の抜本改正を求めてきた私たちの運動によって、厚生労働省はパート研究会を

立ち上げ、報告書をまとめました。そして、今、パート法の改正に向けて労政審雇用均等分科会で法

改正への議論を開始しましています。 

 しかし、審議会冒頭から使用者側委員は、パート法の改正が必要ないことを主張しています。 

パート労働者の均等待遇の実現、処遇の改善に結びつかない現在のパート労働法を改善させていく

ためには、社会的な世論と運動づくりが必要となっています。 

そこで、パート労働法改正に向けてのとりくみをすすめていくために、「Ｑ＆Ａ」＝「パート労働

法の改正求める役員学習のための資料」を作成しました。是非、執行委員会、パート部会役員会でこ

の「Ｑ＆Ａ」の読み合わせをおこない、何故パート法の改正を求めるのか、どのようい法改正をすれ

ば均等待遇が実現できるのかなど、しっかり学習をしましょう。合わせて、分会や労組員があつまっ

た時にすぐ読み合わせができる「職場学習資料」も作成しました。それぞれの職場での積極的な活用

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 文 書 単組名        担当者         

注 文 部 数               部 

※これからパート法の抜本改正を求める署名にとりくみます。ご協力をお願いします。 

パート法学習リーフ 

 

必要部数を下記の注文書に

記入し生協労連まで送って

下さい 

職場学習資料 

 

生協労連のホームページ 

からダウンロードし、 

増刷りして下さい 

一言カード 

 

11月29日までに職場の 

なかまに記入していただき、

生協労連まで送って下さい 


